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別紙 西相制第93号（平成21年12月９日）の補正内容 

旧 新 
 

料金表 

第１表 接続料金 

第１ 網使用料 

２ 料金額 

２－１ 端末回線伝送機能 

２－１－１ 基本額 

２－１－１－１ 基本料           

                            月額

区  分 単位 料金額 備考 

(1)～(2) (略) (略) (略) (略) 

(ｱ) 保守の区別がタイプ１

－１のもの 

１回線ごと

に 

1,246 円

(ｲ)  保守の区別がタイプ１

－２のもの 

１回線ごと

に 

1,246 円

ア ２線

式のも

の 

(ｳ) (ｱ)(ｲ)以外のもの １回線ごと

に 

1,284 円

イ ４線式のもの １回線ごと

に 

2,567円

(3) 端末

回線伝送

機能（第

５条（標

準的な接

続箇所）

第１項の

表中第５

欄で接続

する場

合） 

端末

回線

によ

り伝

送を

行う

機能 

ウ～エ (略) 

 

(略) 

 

(略)

 

 

 

 

 

 

   

(ｱ) （略） (略) (略)

 

Ａ 保守

の区別

がタイ

プ１－

１のも

の 

１回線ごと

に 

1,352 円

Ｂ 保守

の区別

がタイ

プ１－

２のも

の 

１回線ごと

に 

1,352 円

① ②

以 外

の 場

合 

Ｃ ＡＢ

以外の

もの 

１回線ごと

に 

1,392 円

(4) 端末

回線伝送

機能（第

５条（標

準的な接

続箇所）

第１項の

表中第１

－２欄で

接続する

場合） 

端 末

回 線

に よ

り 伝

送 を

行 う

機能 

ア イ以

外のも

の (ｲ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

② (略) （略） （略）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

   

 

 

料金表 

第１表 接続料金 

第１ 網使用料 

２ 料金額 

２－１ 端末回線伝送機能 

２－１－１ 基本額 

２－１－１－１ 基本料           

                            月額 

区  分 単位 料金額 備考 

(1)～(2) (略) (略) (略) (略) 

(ｱ) 保守の区別がタイプ１

－１のもの 

１回線ごと

に 

1,248 円 

(ｲ)  保守の区別がタイプ１

－２のもの 

１回線ごと

に 

1,248 円 

ア ２線

式のも

の 

(ｳ) (ｱ)(ｲ)以外のもの １回線ごと

に 

1,286 円 

イ ４線式のもの １回線ごと

に 

2,572円 

(3) 端末

回線伝送

機能（第

５条（標

準的な接

続箇所）

第１項の

表中第５

欄で接続

する場

合） 

端末

回線

によ

り伝

送を

行う

機能 

ウ～エ (略) 

 

(略) 

 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

    

(ｱ) （略） (略) (略) 

 

Ａ 保守

の区別

がタイ

プ１－

１のも

の 

１回線ごと

に 

1,333 円 

Ｂ 保守

の区別

がタイ

プ１－

２のも

の 

１回線ごと

に 

1,333 円 

① ②

以 外

の 場

合 

Ｃ ＡＢ

以外の

もの 

１回線ごと

に 

1,373 円 

(4) 端末

回線伝送

機能（第

５条（標

準的な接

続箇所）

第１項の

表中第１

－２欄で

接続する

場合） 

端 末

回 線

に よ

り 伝

送 を

行 う

機能 

ア イ以

外のも

の (ｲ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

② (略) （略） （略） 
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① 保守の区

別がタイプ

１－１のも

の 

１回線

ごとに

387 円(ｱ)  当社の局内

スプリッタを

利用する場合 

② 保守の区

別がタイプ

１－２のも

の 

１回線

ごとに

387 円

Ａ 保守の区

別がタイプ

１－１のも

の 

１回線

ごとに

1,676 円

Ｂ 保守の区

別がタイプ

１－２のも

の 

１回線

ごとに

1,676 円

① ②

以 外

の 場

合 

Ｃ ＡＢ以外

のもの 

１回線

ごとに

1,717 円

Ａ 保守の区

別がタイプ

１－１のも

の 

１回線

ごとに

359 円

  イ 第２

群の伝

送シス

テムを

用いる

も の

（収容

に係る

利用制

限が設

けられ

ている

もので

あ っ

て、カ

ッド内

に単独

収容さ

れてい

るもの

に限り

ます。）

(ｲ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

② 電

話 重

畳 す

る 場

合 Ｂ 保守の区

別がタイプ

１－２のも

の 

１回線

ごとに

359 円

 

(5)～(8) （略） (略) (略) (略)

 

  ２－１－１－２ ～ ２－９ （略） 

 

２－１０ 公衆電話機能 

２－１０－１ 基本料 

区  分 単位 料金額 備  考 

(1) 公衆電話

発信機能 

当社が設置する公衆電話の電話機等に

より、通信の発信を行う機能 

１秒ごとに 0.7355 円             

(2) ディジタ

ル公衆電

話発信機

能 

当社が設置するディジタル公衆電話の

電話機等により、通信の発信を行う機

能 

１秒ごとに 0.6513 円             

 

２－１０－２ ～ ２－１４ （略） 

 

① 保守の区

別がタイプ

１－１のも

の 

１回線

ごとに

380 円 (ｱ)  当社の局内

スプリッタを

利用する場合 

② 保守の区

別がタイプ

１－２のも

の 

１回線

ごとに

380 円 

Ａ 保守の区

別がタイプ

１－１のも

の 

１回線

ごとに

1,650 円 

Ｂ 保守の区

別がタイプ

１－２のも

の 

１回線

ごとに

1,650 円 

① ②

以 外

の 場

合 

Ｃ ＡＢ以外

のもの 

１回線

ごとに

1,690 円 

Ａ 保守の区

別がタイプ

１－１のも

の 

１回線

ごとに

352 円 

  イ 第２

群の伝

送シス

テムを

用いる

も の

（収容

に係る

利用制

限が設

けられ

ている

もので

あ っ

て、カ

ッド内

に単独

収容さ

れてい

るもの

に限り

ます。）

(ｲ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

② 電

話 重

畳 す

る 場

合 Ｂ 保守の区

別がタイプ

１－２のも

の 

１回線

ごとに

352 円 

 

(5)～(8) （略） (略) (略) (略) 
 

  ２－１－１－２ ～ ２－９ （略） 

 

２－１０ 公衆電話機能 

２－１０－１ 基本料 

区  分 単位 料金額 備  考 

(1) 公衆電話

発信機能 

当社が設置する公衆電話の電話機等に

より、通信の発信を行う機能 

１秒ごとに 0.7358 円               

(2) ディジタ

ル公衆電

話発信機

能 

当社が設置するディジタル公衆電話の

電話機等により、通信の発信を行う機

能 

１秒ごとに 0.6514 円               

 

    ２－１０－２ ～ ２－１４ （略） 

 


